
資⾦決済に関する法律に基づく払戻しのお知らせ

珠洲スタンプ会の商品券
 ⽇頃より当組合の商品券をご利⽤いただき厚くお礼申し上げます。
 令和 7年 7⽉ 31 ⽇をもって利⽤を終了しました
は、下記の通り資⾦決済に関する法律に基づき払戻し⼿続きをさせていただきます。

令和7年8⽉1⽇（⾦）〜令和7年10⽉31⽇（⾦）
（⼟・⽇・祝⽇を除く 午前9時〜午後5時まで）

珠洲スタンプ会商品券（1,000円券・500円券）

払戻し期間内に珠洲商⼯会議所館内（協）珠洲スタンプ会事務局まで商品券を
ご持参願います。「払戻し申込書」にご記⼊の上、その場で現⾦と交換します。
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